
　５月は自転車月間です。自転車は環境に優しく、健康づ
くりにも役立つ乗り物ですが、路上放置や危険走行など、
使い方を間違えれば交通安全を脅かす存在になってしまい
ます。自転車利用の「ルールとマナー」を守り、誰もが安
全、安心に自転車を利用できるよう心掛けましょう。

乗る前の
日常点検を！

守ろう！
自転車
安全利用
５則

花園町通り 　　完成しました！

その他の利用条件は ●駐輪場に関すること
　問都市・交通計画課☎948-6421
　 （平日８時30分～17時）
　問コールセンター☎946-4894
　 （８～21時）
●撤去自転車に関すること
　問和泉自転車保管所☎943-8501
　 （平日９～16時）

●利用車種
　自転車・原付（50㏄以下）
●利用料金　無料
●利用時間　24時間

花園町通り路上駐輪場
松山市役所 第四別館前 駐輪場

※道路整備中ですので、完成した箇所から順次供用しています

花園町通り
路上駐輪場

市役所
第四別館前駐輪場

※連続４日間を超える駐輪は
　ご遠慮ください

近くに

自転車などを駐輪場内に長期間駐輪した場合や道路上に放置した場合
は、警告後撤去します。

新 し い
駐輪場が

自転車利用のルールとマナー

のる ルールを守って安全に

市営駐輪場オープンのお知らせ
守ろう！

　事故を防ぐには、自転車のメンテナンスが大切です。日ごろか
ら自転車の状態を確認し、自転車店での定期点検も忘れずにして
おきましょう。

　また保護者は子どもにヘルメットをかぶらせましょう。そして、全ての
自転車利用者がヘルメットを着用するよう努めましょう。

※自転車小売店などで安全点検（有料）を受けることで、傷害・
賠償責任保険が付加されるTSマーク制度があります。万が一の事
故に備えましょう。

　自転車は車の仲間です。原則車道の左側を通行し、信号無視や
飲酒運転、夜間の無灯火などの危険行為はダメ。日ごろから自
転車の交通ルールを守って安全に利用しましょう。

…ブレーキの利き具合は？
…タイヤの空気圧は？
…ハンドルはゆがんでいない？
…車体が変形していない？
…ベルはちゃんと鳴る？

ぶ
た
は
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自転車は、車道が原則、歩道は例外
車道は左側を通行
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
安全ルールを守る
子どもはヘルメットを着用
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走行

とめる 駐輪場を利用しよう
　「ちょっとくらい」という気持ちで
自転車を路上に止めてしまうと、他の
自転車が集まり、歩行者の安全な通行
の妨げになってしまいます。
　自転車・バイクは決められた場所へ
正しく駐輪しましょう。

駐輪

みる 日ごろの点検が大事点検

FAX

二次元コード

市内中心部の
駐輪場マップ

詳細はこちらから 松山市　駐輪場 検索 ➡

通勤・通学など 長時間利用する人は
　　　　　　　　　第四別館前駐輪場をご利用ください。

買い物・飲食など 短時間利用する人は
　　　　　　　花園町通り路上駐輪場をご利用ください。

問都市・交通計画課☎948-6421・ 　934-1807

競技の観
戦に行こう

！

まつやま笑顔のひと声キャンペーン松山を訪れる皆さんに
笑顔のおもてなしをしよう！

　「ことば」を大切にするまち、松山ならではの
おもてなしとして、全国から訪れる選手・監督な
ど大会参加者へ「ようこそ松山へ！」「がん
ばって！」などの温かい言葉を贈る「まつやま
笑顔のひと声キャンペーン」を展開していま
す。誰でも、すぐに参加いただける取り組みで
す！市民総参加で、全国から訪れる皆さんをお迎
えしましょう！

■選手・監督に贈るひと声の例

問国体総務課☎909-7844・　909-7850FAX
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https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C5CHFA_enJP738JP738&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%B8%82+%E9%A7%90%E8%BC%AA%E5%A0%B4



